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１ 経営形態の基本的な考え方
持続可能で安定した病院経営

２ 中核病院に求められる経営形態の姿
Ⅰ将来    良質 医療     安定的 提供   。
Ⅱ医療制度改革 患者    変化  病院を取り巻く環境の変化に柔軟かつ迅速に対応できる。
Ⅲ効率的 健全 病院経営    。

■選択肢
１ 地方公営企業法の全部適用
２ 地方独立行政法人化
３ 指定管理者制度
４ 民間譲渡

◎地方公営企業法の全部適用

◎地方独立行政法人化

３ 指定管理者制度
⇒受託事業者を探すことが困難
４ 民間譲渡
⇒譲渡先を探すことが困難

選択肢として・・・
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求められる経営形態の姿からの比較項目

Ⅰ 将来    良質 医療     安定的 提供   。
①公立病院 担   医療 安定的 提供     
②不採算医療 要  経費等 確保     

Ⅱ 医療制度改革 患者    変化  病院を取り巻く環境の変化に
柔軟かつ迅速に対応できる。

③医療人材 確保 人員配置 柔軟的  迅速 対応     
④柔軟  効率的 予算 執行      

Ⅲ 効率的 健全 病院経営    。
⑤経営責任の明確化が図られるか。
⑥病院 経営管理 関       蓄積 可能  
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求められる経営形態という視点からの比較

地方公営企業法 地方独立行政法人

将
来
に
わ
た
り
良
質
な
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
安
定
的
に
提
供

①公立病院
が担うべき医
療 安定的
に提供できる
か。

市が病院事業を設置し、市の管理下
で事業を実施する。

市が設立した法人が病院を開設・運営
する。法人は市が指示する中期目標
（３ ５年）の下で事業を実施する。

議会が予算の議決や決算の認定、料
金に係る条例制定などで関与する。

市⾧が策定する中期目標を、議会が議
決する。

②不採算医
療 要  
経費等は確
保されるか。

必要な経費について、他会計繰入金
として市の一般会計が負担する。

必要な経費について、法人の設立団体
である市が運営費負担金として負担す
る。

市が直接運営をするため、安定的な医
療の提供が可能

市が指示する中期目標の下、市が直接
運営する場合と同様に安定的な医療の
提供が可能

地方公営企業法の規定に基づき不採算
医療に必要となる経費は市が負担

地方独立行政法人法の規定に基づき不
採算医療に必要となる経費は市が負担

Ⅰ
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※「事業管理者」・・・地方公営企業の経営に関し見識を有している者のうちから市⾧が任命する、地方公営企業に係る業務の
執行の全般を司る管理者

求められる経営形態という視点からの比較

地方公営企業法 地方独立行政法人

医
療
制
度
改
革
や
患
者
ニ
ー
ズ
の
変
化
な
ど
病
院
を
取
り
巻
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柔
軟
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つ
迅
速
に
対
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③医療人材
の確保や人
員配置が柔
軟かつ迅速
に対応できる
か。

職員の任命は、事業管理者※が行う。

市の組織定数管理の対象となる。

市の組織定数管理の対象外

独自の服務規程、就業規則等を設け
る。

法人独自の服務規定、就業規則等を設
ける。

独自の給与制度を設ける。（支給基
準については、国、自治体の給与等
を考慮し決定）

法人独自の給与制度を設ける。（支給
基準については、法人や職員の業務実
績及び社会一般の情勢を考慮し決定）

患者ニーズや環境の変化に伴う人員配
置等に対して条例改正が必要になるな
ど、迅速さや柔軟性が低い。

法人の判断で患者ニーズや環境の変化に
対応した柔軟かつ迅速な人員配置が可能
となる。

市の職員勤務条例等の準拠が一般的で
裁量の余地が少ない。 多様な勤務形態の導入が可能となる。

市の職員給与条例の準拠が一般的で裁
量の余地が少ない。

経営状況や職員の業績を、より反映さ
せた独自の給与体系の導入が可能とな
る。

Ⅱ
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求められる経営形態という視点からの比較

地方公営企業法 地方独立行政法人

（
続
き
）

④柔軟かつ
効率的 予
算 執行 
できるか。

予算単年度主義など地方自治法の財
務関係の規定が適用される。

独自の会計規定により運用を行う。

効
率
的
な
病
院
経
営

⑤経営責任
の明確化が
図られるか。

市⾧が事業管理者を任命する。
事業管理者が組織・人事・予算等の
経営に関する権限を有する。

市⾧が理事⾧を任命する。
理事⾧が組織・人事・予算等の権限を
有する。
市が指示する中期目標の下、法人自ら
が策定する中期計画、年度計画に従い
事務を実施する。実績は、評価委員会
による評価を受け、市議会へ報告する。

年度ごとに定められた予算に基づいた
執行など、地方自治法に基づく一定の
制約を受ける。

中期目標、中期計画の範囲内で柔軟な対
応が可能であり、想定外の医療ニーズが
発生した場合等においても弾力的に対応
することが可能となる。

事業管理者は、基本的に市の組織の一
部として病院事業を運営することから、
予算の作成は市⾧が権限を有するなど、
実態として事業管理者の権限は制約を
受ける。

理事⾧を設置することにより経営責任の
明確化が図られ、市から独立した組織と
して、理事⾧の判断により現場ニーズに
対応した柔軟かつ効率的な病院運営が可
能となる 。

Ⅱ

Ⅲ
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求められる経営形態という視点からの比較

地方公営企業法 地方独立行政法人

（
続
き
）

⑥病院の経
営管理 関
するノウハウ
の蓄積が可
能か。

事業管理者に定数の範囲内での職員
採用権など、人事に関する権限が付
与され、専門的な職員の育成が可能

法人が事務職員を直接採用・雇用する
ことができ、法人の判断で職員の異動
が可能

そ
の
他

現在の病院
の職員雇用

市民病院職員は、現行の身分を引き
継ぐ。
民間病院職員を公務員として新たに
採用する必要が生じる。（公務員の
採用は、地方公務員法で定めらた競
争試験又は選考を行うことが必要）

市民病院職員は、独立行政法人に身分
が引き継がれる。
民間病院職員は、法人の規定に基づき
直接採用することができる。

追加的経費
の発生

市が担ってきた人事管理部門等を法人
独自に整備する必要がある。
独立行政法人設立の際に一時的な経費
が発生する。

市全体の人事異動の一部とする扱いが
一般的であり、ノウハウを蓄積するた
めの仕組みづくりが必要

法人職員の直接採用が可能となることか
ら、病院の経営管理に精通した職員の育
成が可能

Ⅲ
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地方公営企業 地方独立行政法人

身分 地方公務員 独立行政法人職員（非公務員）

任命 管理者が任命 理事⾧が任命

労働基本権 ・団結権、団体交渉権あり
・争議権なし

労働三権（団結権、団体交渉権、争
議権）あり

給与 条例で規定（議会の議決が必要） 法人の規程による

福利厚生 地方公務員等共済組合法を適用 同左

災害補償 地方公務員災害補償法を適用 同左

定員管理 条例で規定 特段の規定はなし（法人の裁量）

職員の身分等の比較
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経営形態の制度比較

総務省資料「地域医療の確保と公立病院改革の推進に関する調査報告書）」（平成29年12月）



9総務省資料「公立病院改革の取組について」（令和元年8月2日）
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指標の説明

【指標の説明】
●経常収支比率

・経常収益÷経常費用×100
・医業収益、医業外収益の割合を表し、通常の病院活動による収益状況を示す指標
・100％を上回れば単年度収支が黒字、下回れば赤字

●医業収支比率
・医業収益÷医業費用×100
・病院の本業である医業活動から生じる医業費用に対する医業収益の割合を示す指標

●修正医業収支比率
・医業収益から他会計（市など）の負担金を除いたもので計算した割合の指標

※医業収益
・診療報酬など、病院の本である医業活動から生じる収入
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独立行政法人化の先行事例

事例① 地方独立行政法人 加古川市民病院機構（兵庫県）
事例② 地方独立行政法人 桑名総合医療センター（三重県）
事例③ 地方独立行政法人 府中市病院機構（広島県）
事例④ 地方独立行政法人 山形県・酒田市病院機構（山形県）
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事例① 地方独立行政法人 加古川市民病院機構（兵庫県）

地方独立行政法人 加古川市民病院機構

加古川市民病院（公立）
405床

神鋼加古川病院（民間）
198床

統合・再編

加古川西市民病院加古川西市民病院
397床（急性期）

加古川東市民病院
206床（急性期）

加古川中央市民病院
600床（急性期）

（新病院を整備）

平成23年
4月

平成28年
7月

603床

603床

600床
▲3床



13

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

加古川中央市民病院 経常収支比率

経常収支比率

独法化移行

事例① 地方独立行政法人 加古川市民病院機構（兵庫県）

医療従事者の確保による給
与費増加に伴う収益減

新病院開院で高稼働と
なり収益が増

Ｈ28.7.1
新病院開院

単位：百万円
Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

医業収益 7,585 8,471 17,373 17,504 16,881 17,085 17,612 19,599 22,453 24,265

経常収支 ▲ 1,034 ▲ 380 733 ▲ 15 52 246 402 629 1,966 2,170

独法化移行

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

医師 102 118 119 119 141 163 163 192

看護師 515 570 557 613 669 681 681 707

【医師・看護師数】
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事例② 地方独立行政法人 桑名市総合医療センター（三重県）

地方独立行政法人 桑名市総合医療センター

桑名市民病院
（公立）
234床

平田循環器病院
（民間）

79床

統合・再編

桑名市西桑名市西
医療センター
234床（急性期）

桑名市南
医療センター
79床（急性期）

桑名市総合医療センター
400床（急性期）

（新病院を整備）

平成24年
4月

平成30年
4月

山本総合病院
（民間）
349床

桑名市東
医療センター
349床（急性期）

662床

662床

400床
▲262床

地方独立行政法人 桑名市市民病院
桑名市民病院

234床
桑名市民病院分院

79床
平成21年

10月
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桑名市総合医療センター 経常収支比率

事例② 地方独立行政法人 桑名市総合医療センター（三重県）

高度医療機器の導入や更新、
医師の増員による収益減

Ｈ30.4.1
新病院開院

新病院整備に係る減
価償却費の大幅増加

統合（独法化）

単位：百万円
Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

医業収益 4,288 4,322 9,002 9,084 9,192 9,246 9,292 9,406 10,095

経常収支 1 40 74 ▲ 244 ▲ 474 ▲ 458 ▲ 464 ▲ 552 ▲ 1,924

統合

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

医師 35 72 78 87 88 87 103 101

看護師 140 301 306 311 312 338 323 357

【医師・看護師数】
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事例③ 地方独立行政法人 府中市病院機構（広島県）

地方独立行政法人 府中市病院機構

府中北市民病院（公立）
110床

ＪＡ府中総合病院（民間）
199床

統合・再編

府中北市民病院府中北市民病院
70床（急性期35、療養35）

府中市民病院
150床（急性期100、慢性期50）

平成24年
4月

平成28年
2月

309床

220床

210床
▲99床

地方独立行政法人 府中市病院機構

府中北病院
60床

【回復期】
（H26：急性期60⇒H30：回復期60）

府中市民病院
150床

（新病院を整備）
【急性期を集約】
（急性期50、回復期50、療養50）



17

事例③ 地方独立行政法人 府中市病院機構（広島県）
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府中市病院機構 経常収支比率

府中市民病院のJA出向職員の独法採
用による人件費増、施設・医療機器
の修繕費用が増加

府中北病院で通所リハ
ビリテーションの開始

独法化移行

単位：百万円
Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

医業収益 1,180 3,463 3,494 3,416 3,453 3,553 3,676 3,577

経常収支 ▲ 138 43 ▲ 107 ▲ 85 ▲ 93 ▲ 40 30 ▲ 15

独法化移行

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

医師 5 15 15 14 13 14 14 10

看護師 41 146 163 159 155 152 147 147

【医師・看護師数】
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事例④ 地方独立行政法人 山形県・酒田市病院機構（山形県）

地方独立行政法人 山形県・酒田市病院機構

山形県立日本海病院
528床（一般）

酒田市立酒田病院
400床（一般）

統合・再編

日本海総合病院日本海総合病院
525床（一般）

日本海総合病院
酒田医療センター

235床（一般）

平成20年
4月

平成22年
10月

928床

760床

地方独立行政法人 山形県・酒田市病院機構

日本海総合病院
646床（増築）
【急性期を集約】
（急性期642、感染症4）

日本海酒田リハビリ
テーション病院
114床【回復期】
（回復期リハ79、医療療養型35）

760床
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日本海総合病院（山形県酒田市） 経常収支比率

事例④ 地方独立行政法人 山形県・酒田市病院機構（山形県）

Ｈ21.4 酒田医療
センターの産婦人
科を日本海総合病
院に集約

Ｈ22.10 日本海総合病院を増築（528床→646床）
Ｈ22.11 酒田医療センターの消化器科、整形外科、
神経科、精神科を日本海総合病院へ集約

単位：百万円
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

医業収益 14,193 14,326 15,141 16,611 16,982 17,448 17,653 19,103 18,956 20,290 21,007

経常収支 251 270 228 417 407 848 481 858 608 880 739

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

医師 106 103 111 111 123 136 144

看護師 576 597 592 592 589 591 622

【医師・看護師数】

H27 H28 H29 H30

141 145 152 158

623 626 629 647
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その他参考（独立行政法人設立後の状況）①

移行後、多くの法人が何らかの成果を実感しています
地方独立行政法人移行による成果（アンケート結果より）

90%以上の法人が「十分成果があった」「ある程度成果があった」と回答しています
その理由として、「定数管理が自由になり、必要な人材確保ができた」ことが一番の理由となっ
ています
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経営改善ができた
医療の質が向上した
設立団体から権限移譲ができた
定数管理が自由になり、必要な人材が確保できた
独自の組織・職制の構築ができた
独自の人事・給与制度の構築ができた
柔軟で弾力的な予算執行ができた
その他

出典 全国地方独立行政法人病院協議会による会員法人（全53法人、回答53法人）に対する調査結果より（2017年調査）
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その他参考（独立行政法人設立後の状況）②

移行後、経営改善ができた状況としては「経常収支比率が赤字から黒字に転
換した」が多くなっています
地方独立行政法人移行による成果（アンケート結果より）
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その他参考（独立行政法人設立後の状況）③

一方で、移行後の業務量の増大を感じている法人もある状況です

20 

12 

あった ない

無回答 2法人

5 

3 

3 

16 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

その他

移行準備に費用が嵩みすぎた

設立団体との政策協議が難航した

業務量が増大した

※その他 ｢公務員指向の職員が退職｣｢人事、給与、退職手当、研修、表彰等を
事前に行う必要がある｣

複数回答 可

地方独立行政法人移行によるデメリット（アンケート結果より）

出所 全国地方独立行政法人病院協議会による会員法人（全37法人）に対する調査結果より（回答数34法人）（2015年調査）


